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別紙

「接続ルールの見直しについて」の一次答申草案に対する弊社意見

○　事業者間の取引形態の制約を撤廃し相対でのネットワーク調達・再販を可能にするとともに、○　事業者間の取引形態の制約を撤廃し相対でのネットワーク調達・再販を可能にするとともに、○　事業者間の取引形態の制約を撤廃し相対でのネットワーク調達・再販を可能にするとともに、○　事業者間の取引形態の制約を撤廃し相対でのネットワーク調達・再販を可能にするとともに、

中継系のように代替可能なネットワークに関する接続料金規制の撤廃を要望します。中継系のように代替可能なネットワークに関する接続料金規制の撤廃を要望します。中継系のように代替可能なネットワークに関する接続料金規制の撤廃を要望します。中継系のように代替可能なネットワークに関する接続料金規制の撤廃を要望します。

　　　　　　　　キャリアーズレートの適用対象について、本草案３３ページの記述では、指定電気通

信設備に限定されているのか、第一種電気通信事業者の設備全般を指しているのかが不
明確ですが、原則として、事業者間取引は自由とすべきであると考えます。この点は、

平成１２年１０月２３日付の弊社意見でも述べたとおりです。

　　あわせて、情報通信産業のボーダレス化に鑑み、他産業とりわけ公益事業から情報通

信事業への参入に対し、クロスサブ禁止等の公正競争条件の整備を進めるべきと考えま

す。

　　なお、草案３３ページに「事業者間の役務提供において接続料を適用すべきとの意見
が提出された。（…エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ）」という記述があります

が、上記のとおり、弊社の主張は事業者間役務提供の原則自由化です。その中で相互接

続によるものも、現行の「ブツ切り役務」から事業者向け役務提供の形態に移行するこ

とを提言したものです。したがって、草案３３ページの事業者意見の記述を次のように

修正して頂きたいと考えます。

「事業者間の役務提供については自由な取引を可能にすべきとの意見が提出され
た。（…エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ）
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